
【定期予防接種について】 
対象年齢になったら、指定医療機関※１で予約を取り、予診票と母子健康手帳を持参して早めに接種をしましょう。 

●定期予防接種の予診票は、生後２か月までに住所地へ郵送します。 

●転入や予診票を紛失した場合は、必ず母子健康手帳を持参し、保健センター窓口へお越しください。 
※１ 指定医療機：市内の指定医療機関（予診票に同封されている指定医療機関一覧表で確認） 

県内市外の医療機関（岐阜県ホームページ「広域化予防接種事業」よりご確認） 
病気の治療や出産のための里帰りなどの理由があって県外の医療機関で接種する必要がある場合は接種前に保健センターへ申請が必要です。 

予防接種の種類 標準的な接種期間 対象者 回数 間隔 

ヒブ 

 

 
初回 

３回 

 

追加 

１回 

 

小児用肺炎球菌 

 

 

 

初回 

３回 

 

追加 

１回 

 

Ｂ型肝炎 生後２月～９月未満 １歳未満 
 27 日以上の間隔あけて 2 回接種 

 第１回目の注射から 139 日以上 

ＢＣＧ 生後５月～８月未満 １歳未満 １回  

４種混合 

 

第 1 期初回：生後 2

月から 12 月未満 

(1 歳未満) 

第 1 期追加：第 1 期

初回接種（3 回）終

了後 12月～18月ま

での間隔をおく 

 
３回 

生後２月以降できるだけ早期に接種を開始し、20 日～56 日の間隔で、

第１期初回接種を確実に行うことが必要 

１回 第 1 期初回接種(3 回)終了後 6 か月以上 

ロタウイルス 

（経口）  

 

 

●ロタリックスを使用する場合の対象者：出生 6 週 0 日～24 週 0 日

後までの者、回数は 27 日以上の間隔をおいて 2 回。 

●ロタテックを使用する場合の対象者：出生 6 週 0 日～32 週 0 日後

までの者、27 日以上の間隔をおいて 3 回。 

ＭＲ 

（麻しん・風しん） 

第 1 期：生後 12 月～24 月未満

（2 歳未満） 
１回 ※第 1 期の予防接種はできるだけ早期に行う 

第 2 期：小学校就学前の 1 年間 

（年長児） 
1 回  

水痘 

 

 2 回 3 月以上（標準的には 6 月～12 月まで） 

 

日本脳炎 

 

第 1 期初回：3 歳～

４歳未満 
 

2 回 6 日以上（標準的には 6 日～28 日まで） 

第 1 期追加：4 歳～

5 歳未満 
1 回 初回接種終了後 6 月以上（標準的にはおおむね 1 年を経過した時期） 

初回接種開始は生後
２月～生後７月未満 
 
追加接種は、初回接
種終了後７月～13 月
までの間隔をおく 

 

 

【初回接種開始が生後２月～７月未満の場合】 
●初回接種：27 日以上、標準的には 27 日～56 日までの間隔で３回 
●追加接種：初回接種終了後７月以上、標準的には７月～13 月の間隔
で 1 回 
ただし、初回接種のうち２回目及び３回目は１歳未満で行う。それを
超えた場合は行わない。この場合、追加接種は実施可能であるが、初
回接種のうち最後の注射終了後、27 日以上の間隔で１回行う。 
【接種開始が生後７月以上の場合】接種開始が生後７月～１歳未満の
場合は初回２回、追加１回。接種開始が 1 歳～５歳未満の場合は１回 

生後２月
～  

60月未満 
(5 歳未満） 

 

【初回接種開始が生後２月～７月未満の場合】 
●初回接種：標準的には生後 12 月までに 27 日以上の間隔で３回。
ただし、初回接種のうち２回目、３回目の注射は２歳未満で行う。そ
れを超えた場合は行わない。初回接種のうち２回目は１歳未満で行
う。それを超えた場合は、初回接種のうち３回目の注射は行わない。 
●追加接種：初回接種終了後 60 日以上の間隔をおいて、1 歳以降に
おいて、１回行う。 
ただし、初回接種のうち２回目及び３回目は 1 歳未満で行う。それを
超えた場合は行わない。この場合、追加接種は実地可能であるが、初
回接種のうち最後の注射終了後、27 日以上の間隔で１回行う。 
【接種開始が生後７月以上の場合】接種開始が生後７月～1 歳未満の
場合は初回２回、追加は１歳以降に１回。接種開始が１歳～２歳未満
の場合は、60 日以上の間隔で２回。接種開始が２歳～５歳未満の場
合は１回 
 

初回２回 

初回接種開始は生後
２月～生後７月未満 
 
追加接種は、初回接
種終了後 60 日以上
の間隔をおいて生後
12 月～15 月未満 

 

 

追加１回 

(百日せき・ｼﾞﾌﾃﾘｱ・ 

破傷風・不活化ﾎﾟﾘｵ) 
生後２月
～  

90 月未満 
(7歳 6か月

未満） 

生後２月
～  

60月未満 
(5 歳未満） 

使用するワクチン
によって対象者・
回数等「間隔」の
欄を参照 

初回接種は 

生後２月～14 週６日

後までの間 

1 回目：生後 12 月
～15 月未満 
2 回目：1 回目の
注射終了後 6 月～
12 月までの間隔
をおく 

生後 12月
～                 

36 月未満 
(3歳未満) 

生後6月～

90 月未満

(7 歳 6 か

月未満) 

 
上記の他、日本脳炎２期予防接種（小学４年生の 4~5 月に予診票を発送）、DT（ｼﾞﾌﾃﾘｱ・破傷風）予防接種（小学６
生の 4~5 月に予診票を発送）、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種（4~5 月に予診票を女子発送）があります。 


